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◇◇◇ アイネス消費生活情報 No.335 2023.11.2 ◇◇◇ 

               消費生活・男女共同参画プラザ（県消費生活センター） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【新手の詐欺】「○○ペイで返金します」に注意！ 

－ネットショッピング代金を返金するふりをして、送金させる手口－ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━（国民生活センターHPより） 

ネットショッピングで商品を購入した消費者が、販売業者から「決済アプリを使って返金す

る」と言われ、スマートフォンで返金手続きを誘導されているうちに、「返金」してもらう

はずがいつの間にか「送金」してしまっていた、という新手の詐欺に関する相談が全国の消

費生活センター等に寄せられています。「○○ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑っ

てください！ 

〈相談事例〉 

【事例 1】 

 美容機器をインターネット通販で注文し、支払いは外国人と思われる個人名義の口座に代

金を振り込んだ。商品到着は入金確認後 1 週間程度のはずが、予定日を過ぎても届かなかっ

たため電話をしたが、呼び出し音が鳴るだけで繋がらず、メールで問合せをしても 2、3 日

後に連絡すると返信があったきり連絡がなかった。ところが、昨日、外国人と思われる男性

から「注文商品の件で」と突然電話があり、「商品が準備できないので返金する」と言われ、

LINE での友達登録を求められた。その理由を尋ねると、「○○ペイでしか返金対応していな

いから」と言われた。怪しい。 

（2023 年 8 月受付 40 歳代 女性） 

【事例 2】 

 ネット通販で約 7,000 円のアクセサリーを購入した。支払方法は銀行振込のみで、事業

者に振り込み完了メールを送った後、「在庫が欠品しているため、注文をキャンセルします」

というメールが届いた。「払い戻しは○○ペイで行います」との内容で、LINE の友達登録を

するよう指示があり、ビデオ通話で指示をされるがまま○○ペイに数字を言われて入力した。

何度か相手から「失敗している」と言われ、複数回操作した結果、約 10 万円の送金してい

ることが分かった。返金してほしい。 

（2023 年 9 月受付 50 歳代 男性） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 大分県消費生活・男女共同参画プラザ（アイネス） 

   〒870-0037  大分県大分市東春日町１番１号（ＮＳ大分ビル内） 

     TEL：097(534)4034   FAX：097(534)0684 

     ホームページ：http://www.pref.oita.jp/soshiki/13040/ 

     E-mail：oita-shouhi@pref.oita.lg.jp  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ メルマガバックナンバー（これまでの配信内容は、こちらからご覧ください） 

      http://www.pref.oita.jp/site/syohi-senta/mailmaga.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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☆ Facebook で暮らしに役立つ最新情報を発信しています！ 

 ★ Facebook に登録していなくても、見ることができます。 

                 https://www.facebook.com/oita.iness 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

～「ながら見守り」にご協力ください～ 

 子ども達を犯罪被害から守るために、「気楽に」「気長に」「危険なく」自分のペースに

あわせた見守り活動を始めてみませんか？ 

 ウォーキングや犬の散歩、花の水やり、仕事などをし「ながら」、子どもを見守り、

不審者を地域のコミュニティに入らせないようにしましょう。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【消費生活に関するご相談は･･･】 

☆ 市町村の消費生活相談窓口  

  県下すべての市町村で、消費生活センターや相談窓口が設置されています。 

  次の消費者ホットラインは、全国どこでも、お近くの市町村や県の相談窓口をご案内しま

す。お気軽にご相談下さい。 

  《 消費者ホットライン １８８ 》 

☆ 大分県の消費生活相談窓口   ※メールやファックスでは受付しておりません。 

 ◇ 消費生活等相談（契約、販売方法、多重債務、消費生活に関する相談） 

  ・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１７：３０ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９ 

 ◇ 消費生活特別相談 

  ・ 受付時間：日曜日（第３日曜をのぞく）１３：００～１６：００ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９ 

 ◇ 食品表示１１０番（不審な食品表示に関する情報、食品表示に関する質問など） 

  ・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１６：３０ 

  ・ 相談電話：０９７－５３６－５０００ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ メルマガ登録者を募集しています  
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  配信ご希望の方は、お名前、市町村名、「ＰＣ版または携帯版」の配信希望と書いて、 

下記メールアドレスあて送信してお申し込みください。（配信停止も同様） 

  ○申込先 → iness.csm@pref.oita.jp  （メルマガ専用アドレス） 




